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木
の
葉
も
日
一
日
と
色
づ
い
て
ま
い

り
ま
し
た
。
先
日
ま
で
青
々
と
し
て
い

た
空
地
の
雑
草
も
枯
れ
て
乾
燥
し
、
燃

え
や
す
く
な
っ
て
火
災
の
発
生
し
や
す

い
状
況
に
な
り
ま
す
。

今
年
も
消
防
署
で
は
、

月
中
頃
か

ら
管
内
全
域
を
巡
回
し
て
火
災
危
険
の

あ
る
枯
れ
草
の
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
乾
燥
し
た
枯
れ
草
は
、
た
ば
こ
の

投
げ
捨
て
や
た
き
火
な
ど
、
ち
ょ
っ
と

し
た
小
さ
な
火
種
か
ら
燃
え
広
が
っ
て

大
き
な
火
災
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
枯
れ
草
が
あ
る
土
地
を
所
有
、
管

理
さ
れ
て
い
る
方
は
、
枯
れ
草
の
除
去

を
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
火
災
予
防
上
危
険
と
思
わ
れ

る
空
き
家
の
調
査
も
同
時
に
実
施
し
て

い
ま
す
。
放
置
さ
れ
た
空
き
家
か
ら
出

火
し
た
例
も
あ
り
、
放
火
さ
れ
な
い
環

境
作
り
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

海
部
南
部
消
防
署

愛
知
県
海
部
郡
飛
島
村
大
宝
五
丁
目

１
８
２
番
地

☎
５
２

－

０
１
１
９

枯
れ
草
除
去
の
お
願
い

行政相談週間（ 10月17日（ 月）～２3日（ 日））

行政相談をご利用ください
「行政相談」をご存知ですか

行政相談委員は、総務大臣から委嘱されている民間のボランティアで、皆さまの身近な相談

員です。問題を解決するため、相談に応じて助言などを行います。相談は無料、秘密は厳守し

ますので気軽に相談してください。

行政相談所

●日 時 偶数月の19日 午後1時～４時（ 土曜・日曜および祝日の場合は翌日）

10月は19日（ 水） 午後1時～４時

●場 所 ふれあいの郷 相談室

●相談担当者 行政相談委員 山田 博巳

●問合せ先 総務部総務課

一日合同行政相談所の開設

総務省中部管区行政評価局では、次のとおり「行政・法律なんでも相談所」を開設し、年金や

登記等の行政相談をはじめ、税金に関する相談、相続・離婚などの法律相談も受け付けます。

弁護士、税理士等への相談は、事前予約が必要です。（ 予約開始：10月11日（ 火）午前9時）

相談は無料で、秘密は守られます。どうぞお気軽にご利用ください。

名古屋会場

●日 時 10月２0日（ 木） 午前10時～午後3時

●場 所 ナディアパーク 3階デザインホール

地下鉄栄駅7・8番出口から徒歩7分

矢場町駅5・6番出口から徒歩5分

矢場公園北隣

●問合せ先 総務省中部管区行政評価局

名古屋市中区三の丸２－5－1

名古屋合同庁舎第２号館

☎05２－97２－7４15
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■
共
通
事
項

●


・

・

無
料

●
受
付
時
間

午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末

年
始
を
除
く
）

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
な
ど
障
が
い

の
た
め
配
慮
が
必
要
な
方
は
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
海
部
南
部
権
利
擁
護
セ

ン
タ
ー

☎
６
９

－

８
１
８
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
９

－
８
１
８
０

☎

５
２

－

０
１
１
９

・
・
回
相
談

要
・
・

毎
月
第
２
火
曜
日
、
相
談
員
が
相
談

会
場
に
出
向
い
て
相
談
（
無
料
）
を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時


月

日
（
火
）

①
午
後
１
時

分
～
２
時

分

②
午
後
２
時

分
～
３
時

分

③
午
後
３
時

分
～
４
時

分

●
場

所

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

・
・
・
・
に
よ
る
法
・
相
談

要
・
・

毎
月
第
３
木
曜
日
、
権
利
擁
護
や
成

年
後
見
に
関
す
る
相
談
（
無
料
）
を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時


月

日
（
木
）

①
午
後
１
時
～
１
時

分

②
午
後
２
時
～
２
時

分

③
午
後
３
時
～
３
時

分

●
場

所

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の

成
年
後
見
支
援
に
つ
い
て

さ
く
ら
作
業
所
で
は
、
障
が
い
の
あ

る
方
を
対
象
に
、
自
立
支
援
や
社
会
参

加
を
目
的
と
し
、
軽
作
業
や
機
能
訓
練
、

日
常
生
活
訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

入
所
希
望
の
方
は
、
次
の
と
お
り
申

請
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対

象

村
内
に

住
所
を
有
す
る
身
体
障
害

者
・
知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者
の

各
手
帳
を
お
持
ち
の
方（
精
神
障
害

者
通
院
医
療
費
公
費
負
担
受
給
者
を

含
む
。
）

●
申
請
期
間


月
３
日
（
月
）～

日
（
月
）

●
提
出
書
類

①
さ
く
ら
作
業
所
入
所
申
請
書

②
宣
誓
書

③
障
害
者
手
帳
の
写
し

④
健
康
診
断
書
（
新
規
希
望
者
の
み
）

●
申
請
・
・
お
よ
び
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

さ
く
ら
作
業
所

入
所
者
募
集

「
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
の

た
め
に
、
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
」

愛
知
県
に
は
、
保
護
者
の
病
気
、
虐

待
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
、
自

分
の
家
庭
で
生
活
で
き
ず
、
施
設
や
里

親
宅
で
生
活
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
、

約
１
，
５
０
０
人
い
ま
す
。
里
親
制
度

は
社
会
が
み
ん
な
で
子
ど
も
た
ち
を
育

て
て
い
く
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
制

度
で
す
。
愛
知
県
で
は
、
里
親
に
な
っ

て
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
問
合
せ
先

愛
知
県
海
部
児
童
・
障
害
者
相
談
セ

ン
タ
ー

☎
２
５

－

８
１
１
８


月
は
里
親
月
間
で
す
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推
薦
試
験
の
推
薦
要
件
は
、
成
績
優

秀
か
つ
生
徒
会
活
動
等
に
顕
著
な
実

績
を
修
め
、
学
校
長
が
推
薦
で
き
る

方
●
受
付
期
間

・
自
衛
官
候
補
生

年
間
を
通
じ
て
受
付

・
防
衛
大
学
校
学
生・

一
般・


月

日・

水・

ま
で

・
陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒

・

推
薦・


月
１
日・

土・

～

月
２
日・

金・

・
陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒

・

一
般・


月
１
日・

土・

～
令
和
５
年
１
月
６

日・

金・

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

自
衛
隊
愛
知
地
方
協
力
本
部

一
宮
地
域
事
務
所

一
宮
市
大
江
二
丁
目
１
番
の


ワ
キ
タ
ビ
ル
２
階

☎
０
５
８
６

－

７
３

－

７
５
２
２

●
受
・
受
付
・
問
合
せ
先

海
部
南
部
水
道
企
業
団
総
務
課

愛
西
市
西
條
町
大
池
１
８
０
番
地

☎
３
２

－
３
１
１
１

次
の
と
お
り
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ

れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
・
・
・
目

・
自
衛
官
候
補
生

・
防
衛
大
学
校
学
生
（
一
般
）

・
陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒

（
推
薦
）（
一
般
）

●
・

・

・
自
衛
官
候
補
生

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、

歳
以

上

歳
未
満
の
方

・
防
衛
大
学
校
学
生・

一
般・

高
卒
者

・

見
込
含・

ま
た
は
高
専
３
年

次
修
了
者・

見
込
含・

、
令
和
５
年
４

月
１
日
現
在
、

歳
以
上

歳
未
満

の
方

・
陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒

・

推
薦・・
一
般・

中
卒

・

見
込
含・

、
令
和
５
年
４
月
１

日
現
在
、

歳
以
上

歳
未
満
の
男

子 自
衛
官
等
募
集
案
内

令
和
４
年
度
海
部
南
部
水
道
企
業
団

職
員
採
用
候
補
者
試
験
（
令
和
５
年
度

採
用
）
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

●
・
・
・
種
・
人
・

一
般
事
務
職
・
１
名
程
度

●
受
・
・
・

平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除
く
）
を
卒
業
し
た
方

ま
た
は
卒
業
見
込
み
の
方
。

●
・
・
要
・
・
申
込
書
の
・
・

海
部
南
部
水
道
企
業
団
総
務
課
で
配

布
し
ま
す
。
な
お
、
海
部
南
部
水

道
企
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（














）

か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

●
・

・

日

①
第
１
次
試
験


月
６
日
（
日
）

②
第
２
次
試
験


月
上
旬
予
定

●
受
付
期
間


月
３
日
（
月
）
～

日
（
火
）

午
前
８
時

分
～
午
後
５
時

分

※
郵
送
の
場
合
も

月

日
（
火
）
必
着

※
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く

海
部
南
部
水
道
企
業
団

職
員
採
用
候
補
者

試
験
案
内

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
令

和
５
年
１
４
月
入
校
の
訓
練
生
を
募

集
し
ま
す
。

●
・
・
科
目

①
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
科

②
Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

③
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計
科

④
総
合
実
務
科（
知
的
障
害
者
対
象
）

⑤
就
業
支
援
科
（
精
神
障
害
者
・
発
達

障
害
者
対
象
）

●
入
・
月
・
入
・
期
間

①
～
④
４
月
・
１
年
間

⑤
１
月
・
３
か
月

●
・
・
期
間


月
３
日
（
月
）
～

月

日
（
水
）

●
・
・
方
法

筆
記
試
験
お
よ
び
面
接
試
験

●
・

・

日

①
②
③
⑤

月
９
日
（
金
）

④

月

日
（
日
）

●
問
合
せ
先

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

愛
知
県
豊
川
市
一
宮
町
上
新
切


－



☎
０
５
３
３

－

９
３

－

２
１
０
２

愛
知
障
害
者
職
業
能
力

開
発
校
訓
練
生
募
集
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県
内
の
事
業
所
で
働
く
す
べ
て
の
労

働
者（
常
用
・
臨
時
・
派
遣
・
パ
ー
ト

ア
ル
バ
イ
ト
等
）に
適
用
さ
れ
ま
す
。

使
用
者
は
、
適
用
さ
れ
る
最
低
賃
金

以
上
の
賃
金
を
労
働
者
に
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
賃
金
が
時
間
給
以

外
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
（
月
給
・

日
給
等
）、
賃
金
を
１
時
間
あ
た
り
の

金
額
に
換
算
し
て
時
間
額
９
８
６
円
と

比
較
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監

督
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

津
島
労
働
基
準
監
督
署

☎
２
６

－

４
１
５
５

愛
知
県
最
低
賃
金
は
、

１・
月
１
日
か
ら

時
間
額
９
８
６
円
に

改
正
さ
れ
ま
す

令
和
４
年

月
１
日
施
行
の
雇
用
保

険
法
の
改
正
に
よ
り
、
育
児
休
業
給
付

金
が
変
わ
り
ま
す
。

①
産
後
８
週
以
内
に
取
得
で
き
る
「
産

後
パ
パ
育
休
」
を
対
象
と
す
る
「
出
生

時
育
児
休
業
給
付
金
」
の
創
設

②
１
歳
未
満
の
子
の
育
児
休
業
の
分
割

取
得
を
受
給
対
象
に

③
１
歳
前
後
の
夫
婦
交
代
で
の
育
児
休

業
取
得
を
受
給
対
象
に

●
問
合
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
津
島

☎
２
６

－

３
１
５
８

育
児
休
業
給
付
金
が

改
正
さ
れ
ま
す

地
震
発
生
時
に
お
け
る
道
路
等
に
面

し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
災

害
か
ら
身
体
お
よ
び
財
産
を
保
護
す
る

た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
す
る
工

事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。
●
・
助
限
度
額


万
円

●
・
助
対
象

村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
は
開
発
部
建
設
課
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
・
助
対
象
期
限

令
和
５
年
３
月

日・

金・

※
補
助
金
申
請
は
、
工
事
着
手
前
に

行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
請
前
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
さ

れ
ま
す
と
、
補
助
対
象
外
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

開
発
部
建
設
課

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
を

補
助
し
ま
す

本
村
は
、
公
益
社
団
法
人
愛
知
県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会
と
「
飛
島
村
に
お
け

る
空
き
家
等
対
策
に
関
す
る
協
定
」
を
締

結
し
、
空
き
家
等
に
関
す
る
ご
相
談
に
つ

い
て「
空
き
家
総
合
相
談
窓
口
」
を
開
設
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
受
付
時
間

平
日
の
午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時

※
相
談
は
、
原
則
無
料
で
す
。（
個
別

具
体
的
な
内
容
と
な
る
場
合
や
、
専

門
家
の
派
遣
が
必
要
な
場
合
は
、
有

料
と
な
り
ま
す
。
通
信
料
は
、
相
談

者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
）

●
問
合
せ
先

愛
知
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

☎
０
５
２

－

５
２
２

－

２
５
６
７

空
き
家
総
合
相
談
窓
口


